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第１章 はじめに 

 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の省令改正に伴い、平成１８年度に同法に基づき新たに「自動車使

用管理計画書」の提出が義務付けられました。この度、同計画書に対応した「自動車使用管

理実績報告書」の様式を作成しました。 

 

(1)制度の概要 

 

①概 要 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく特定事業者の方は、事業活動に伴い自動車から排出され

る窒素酸化物（ＮＯｘ）及び粒子状物質（ＰＭ）を抑制するための計画「自動車使用管理

計画書」を作成し、知事等に提出することが義務付けられています。 

また、計画に基づく毎年度の実績について、「自動車使用管理実績報告書」により報告

することが義務付けられています。 

 

②特定事業者 

対策地域である兵庫県内１１市２町（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋

市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡播磨町、揖保郡太子町）に使用

の本拠の位置を有する対象自動車を、３０台以上使用する事業者です。 

 

③対象自動車 

乗用自動車、貨物自動車、バス、特種自動車です。 

（軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車は対象外です。） 

なお、特定事業者が使用する対象自動車を「特定自動車」といいます。 

  また、対象自動車の車種とナンバープレートの分類番号は次表のとおりです。 

車種 ナンバープレートの分類番号 

普通貨物自動車 1，10～19，100～199 

小型貨物自動車 
4，40～49，400～499 

6，60～69，600～699 

大型バス 

マイクロバス 

2，20～29，200～299 

一部5，50～59，500～599 

一部7，70～79，700～799 

乗用自動車 

3，30～39，300～399 

5，50～59，500～599 

7，70～79，700～799 

特種自動車 8，80～89，800～899 

※対象自動車には、軽自動車、特殊自動車（０，９ナンバー） 

及び二輪自動車は含みません。 

 

④自動車使用管理計画書及び自動車使用管理実績報告書の内容 

計画書には、平成２２年度末を目標として、計画的な低公害車の導入等による排出量の

削減計画を作成していただきます。 

また、実績報告書は、毎年度の計画に対する実績（3月31日現在）を報告していただき

ます。 

 

⑤提出先 

兵庫県知事（但し、運送事業者等の方は近畿運輸局長） 



 

(2) 自動車使用管理実績報告書作成ソフトについて 

 

①目 的 

このソフトは、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく兵庫県内の特定事業者の方が自動車使用

管理実績報告書を作成するためのエクセルソフトです。（但し、運送事業者等の方を除き

ます。） 

必要事項を入力すると提出に必要な様式が作成できます。 

 

②ソフトの使用方法について 

  ア 平成 18 年度以降に自動車使用管理計画書を提出している事業者の方には、計画書

のデータを反映させたソフトをお渡しします。毎年度、実績を上書きの上ご提出くだ

さい。 

  イ このソフトはエクセルソフトです。本ソフトを使用できない場合はお問い合わせく

ださい。 

  ウ 本ソフト（エクセルファイル）を使う際の留意点 

   ○ 本ソフトをまずパソコン内の任意のフォルダにコピーしてください。 

   ○ 入力は、各様式等の青色部分です。また、記入する必要がない部分は、シートが

保護されており、書き込みをすることができません。 

○ シートの保護を解除するパスワードは「houkoku」です。なお、パスワードの解

除は必要な場合のみ行ってください。また、提出の際は、再度同じパスワードでシ

ートの保護をかけた状態で提出するようにしてください。 

   ○ 一部の記入欄は、クリックすると「▼」が表示されます。「▼」をクリックする

と、ドロップダウンリストが表示されますので、その中から選択してください。 

     なお、リスト数が多いものについては、スクロールバー（上下に▲▼が付いてい

るもの）が表示されますので、上下に動かして選択してください。 

○ 右肩に「 」のあるセルにカーソルを合わせると、吹き出しの説明が出てきます。 

  エ 一度お渡ししたソフトは、制度の変更がない限り平成 22 年度の報告まで使用しま

すので、大切に管理するようにしてください。 

 

 

 (3) 自動車使用管理実績報告書の提出について 

 

①提出期限 

毎年度（4月 1 日～翌年 3月 31 日）の自動車使用管理実績報告書は、翌年度の6月 30

日までに提出してください。 

年度 提出期限 

平成18年度 

（平成18年4月1日～19年3月31日） 
平成19年6月30日 

平成19年度 

（平成19年4月1日～20年3月31日） 
平成20年6月30日 

平成20年度 

（平成20年4月1日～21年3月31日） 
平成21年6月30日 

平成21年度 

（平成21年4月1日～22年3月31日） 
平成22年6月30日 

平成22年度 

（平成22年4月1日～23年3月31日） 
平成23年6月30日 

 

 3



 4

②書類の提出先 

兵庫県農政環境部環境管理局大気課 交通公害係 

〒650－8567 神戸市中央区下山手通5-10-1（兵庫県庁１号館２階） 

TEL：078－341－7711（内線）3371、3372 FAX：078－362－3966 

E-mail：taikika@pref.hyogo.lg.jp 

HP：http://www.kankyo.pref.hyogo.jp/JPN/apr/index.html/ 

 

③提出方法 

  ◆郵送等で提出する場合 

自動車使用管理実績報告書（自動車台帳及び様式１から様式８まで）を打ち出した

もの2部（正本及びその写し）を提出してください。 

併せて、入力済みの本ソフトを E-mail 又はフロッピーディスク等により提出して

ください。 

  ◆電子申請で提出する場合 

    インターネットを通じて、兵庫県ホームページなどから提出することもできます。

申請画面へは、次のページからアクセスできます。入力済みのソフトをご用意の上手

続きしてください。 

【兵庫県ホームページ】 http://web.pref.hyogo.jp/ 

   （注）１ 電子申請は、ソフトの容量が１０ＭＢを超える場合は利用できません。 

      ２ 事前にＩＤの取得やソフトのダウンロードなどをしていただく必要があ

ります。 



第２章 自動車使用管理実績報告書の作成 

 

(1) 構 成 

 

本ソフトは、下記シートにより構成されています。 

シート名 内容 
記入

必要 

兵庫県

への 

提出 

マニュ

アルペ

ージ数

自動車台帳 

1台単位の自動車の情報です。基本的には、ここ

にデータを記入すれば、様式 3,4,5,6,8 に自動

的に反映します 

○ ○ ｐ６ 

様式1 特定事業者の代表者の氏名を記入します ○ ○ ｐ１２

様式2 事業者の概要及び担当者の連絡先を記入します ○ ○ ｐ１４

様式3 事業場別の自動車の状況 ○ ○ ｐ１６

様式4 NOx・PMの排出量 ― ○ ｐ１８

様式5 低公害車の導入状況 ― ○ ｐ２０

様式6 自動車代替、排出ガス低減装置装着状況 ― ○ ｐ２２

様式7 排出ガス抑制のための取組みを記入します ○ ○ ｐ２４

様式8 ポイント及びNOx・PMの排出量 ― ○ ｐ２８

排出係数表 NOx・PMの排出係数 ― ― ― 

産業分類表 産業分類表 ― ― ― 

燃料種類表 燃料の種類とその内容 ― ― ― 

 

(2) 報告書作成の流れ 

 

提出いただいた計画書のデータを入力した、実績報告書ソフトを配布しますので、以下

の手順で必要事項の記入をお願いします。 

 

ステップ１ 自動車台帳に3月31日現在のメータ表示距離数、新規or廃止、及び新規

導入車両のデータを記入（ｐ６参照） 

ステップ２ 様式２、様式３のデータを確認し必要があれば修正（ｐ１４、ｐ１６参照） 

ステップ３ 様式７に排出ガス抑制のために行った取組みを記入（ｐ２４参照） 

 
様式４、様式５、様式６、様式８は、自動車台帳のデータをもとに自動作成されます。

内容を確認してください。（ｐ１８、ｐ２０、ｐ２２、ｐ２８参照） 
 

 

ステップ４ 様式１に提出年月日や法人名などを記入（ｐ１２参照） 

ステップ５ 電子申請、郵送又は持参により実績報告書を提出（提出先ｐ４参照）。  

ソフトは平成２２年度まで使用できますので、適切に保管してください。 
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(3) 自動車台帳及び様式１から８までの入力方法
 

⑳
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②

①

 

⑧

⑦

⑥

⑤

④

⑲

⑱

⑯

⑮

⑭

 

⑬

⑰

③

⑨

⑩

⑪

⑫

【自動車台帳】



 

【自動車台帳】 

 

○報告年度の選択 

 

まず、はじめに、シートの左側最上段（G1 セル（赤字で表示））を選択すると、ドロッ

プダウンリストが表示されますので、その中から報告する年度を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各項目の記入方法 

 

（注 1） 様式中「※」印がついた項目の入力は任意です。記入しなくても支障ありませ

ん。 

（注 2） 行数が足りない場合は、「参考資料４ 自動車台帳への行の追加について」（ｐ

３５）をご参照ください。 

 

 ①「事業場コード」 

   様式３の事業場コードを半角数字で記入してください。 

 

 ②「車両コード」 

   通し番号を半角数字で記入してください。Ｂ２セルに「車両コードが記入されていな

いか、重複しています。」というメッセージが表示されている場合は、記入に誤りがな

いか確認してください。 

 

 ③「自動車登録番号」 

   車検証の「自動車登録番号又は車両番号」の欄を参考に記入してください。 

   「※使用の本拠」・・・自動車登録番号の最初の文字をドロップダウンリストから選

択。(例)「神戸」「姫路」 

   「※種別及び用途」・・自動車登録番号の最初の文字の次の数字を半角数字で記入。 

(例)「100」「400」 

   「※自営」・・・・・・自動車登録番号の中のひらがな１文字をドロップダウンリス

トから選択。(例)「あ」「て」 

【参考】事業用：あ、い、う、え、か、き、く、け、こ、を 

駐留：よ 

レンタカー：れ、わ 

   「下４桁」・・・・・・自動車登録番号の下４ケタの数字を半角数字で記入。(例)「1234」 

 

 ④「自動車の種別」 

   車検証の「自動車の種別」と「用途」の欄を参考に、ドロップダウンリストから選ん

でください。 
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車検証 
ドロップダウンリスト 

種別 用途 ナンバープレートの分類番号 
ベース車 

1．普通貨物車 普通 1、10～19、100～199 ― 

2．小型貨物車 小型 
貨物 4、40～49、400～499 

6、60～69、600～699 
― 

3．バス 普通又は小型 乗合 

2、20～29、200～299 

(一部、5、50～59、500～599 

   7、70～79、700～799) 

― 

4．乗用車 普通又は小型 乗用 

3、30～39、300～399 

5、50～59、500～599 

7、70～79、700～799 

― 

5．特種車（乗用系） 普通又は小型 乗用車 

6．特種車（普通貨物系） 普通 

7．特種車（小型貨物系） 小型 
貨物車 

8．特種車（バス） 普通又は小型 

特種 8、80～89、800～899 

バス 

 

 ⑤「型式」 

   車検証の「型式」を記入してください。 

   (例)「CBE－NCP51V」の場合、「CBE」又は「CBE－NCP51V」と記入してください。 

   （注）「原動機の型式」ではありません。 

   車検証の「型式」の記号の末尾に「改」とある場合は、右欄のドロップダウンリスト

から「改」を選んでください。 

 

 ⑥「車両総重量」 

   車検証の「車両総重量」の数値を半角数字で記入してください。 

（単位：kg）(例)「1,234kg」の場合、「1234」と記入。 

  （注）「車両重量」ではありません。 

         「車両総重量」＝「車両重量」＋「最大積載量」＋「55kg×乗車定員」 

 

 ⑦「燃料」 

   ドロップダウンリストになっています。車検証の「燃料の種類」等を参考に、次表か

ら選んでください。 



 9

燃料種類表 

ドロップダウンリスト 内       容 

01.天然ガス（ＣＮＧ） 燃料に天然ガスを使用している自動車 

02.ハイブリッド（ガソリン） ガソリンを使用しているハイブリッド自動車 

03.ハイブリッド(軽油） 軽油を使用しているハイブリッド自動車 

04.電気 電気で走行する自動車 

04.燃料電池 燃料電池で走行する自動車 

05.メタノール メタノールで走行する自動車 

06.ガソリン（17年基準75%低減） 
有害物質を平成17年基準値より75%以上低減させたガソリン自動車 

（型式ＤＢ●―） 

07.ガソリン（17年基準50%低減） 
有害物質を平成17年基準値より50%以上低減させたガソリン自動車 

（型式ＣＢ●―） 

06.ガソリン（超）（ULEV） 
有害物質を平成12年基準値より75%以上低減させたガソリン自動車 

（型式Ｕ●―） 

07.ガソリン（優）（LEV） 
有害物質を平成12年基準値より50%以上低減させたガソリン自動車 

（型式Ｌ●―） 

08.ガソリン（良）（TLEV） 
有害物質を平成12年基準値より25%以上低減させたガソリン自動車 

（型式Ｔ●―） 

09.ガソリン（その他のLEV-7） その他のLEV-7と指定されたガソリン自動車 

10.ガソリン（その他） その他の一般のガソリン自動車 

06.ＬＰＧ（17年基準75%低減） 
有害物質を平成17年基準値より75%以上低減させたLPG自動車 

（型式ＤＢ●―） 

07.ＬＰＧ（17年基準50%低減） 
有害物質を平成17年基準値より50%以上低減させたLPG自動車 

（型式ＣＢ●―） 

06.ＬＰＧ（超）（ULEV） 
有害物質を平成12年基準値より75%以上低減させたLPG自動車 

（型式Ｕ●―） 

07.ＬＰＧ（優）（LEV） 
有害物質を平成12年基準値より50%以上低減させたLPG自動車 

（型式Ｌ●―） 

08.ＬＰＧ（良）（TLEV） 
有害物質を平成12年基準値より25%以上低減させたLPG自動車 

（型式Ｔ●―） 

09.ＬＰＧ（その他のLEV-7） その他のLEV-7と指定されたLPG自動車 

11.ＬＰＧ（その他） その他の一般のLPG自動車 

12.軽油（17年基準75%低減） 
有害物質を平成17年基準値より75%以上低減させたディーゼル自動車 

（型式ＤＤ●―） 

12.軽油（17年基準50%低減） 
有害物質を平成17年基準値より50%以上低減させたディーゼル自動車 

（型式ＣＤ●―） 

12.軽油（17年基準10%低減） 
有害物質を平成17年基準値より10%以上低減させたディーゼル自動車 

（型式ＢＤ●―、ＢＫ●―、ＮＤ●―、ＮＫ●―） 

12.軽油（17年基準（低PM）） 
有害物質を平成 17 年基準値より低減させ、かつ低 PM 排出のディーゼル

自動車（型式ＰＤ●―、ＰＫ●―） 

12.軽油（超）(ULEVかつ低PM） 
有害物質を平成12年基準値より75%以上低減させ、かつ低PM排出のディ

ーゼル自動車（型式ＰＧ―、ＰＱ―、ＰＨ―、ＰＲ―） 

12.軽油（優）(LEVかつ低PM） 
有害物質を平成12年基準値より50%以上低減させ、かつ低PM排出のディ

ーゼル自動車（型式ＰＥ―、ＰＮ―、ＰＦ―、ＰＰ―） 

12.軽油（良）(TLEVかつ低PM） 
有害物質を平成12年基準値より25%以上低減させ、かつ低PM排出のディ

ーゼル自動車（型式ＰＣ―、ＰＬ―、ＰＤ―、ＰＭ―） 

12.軽油（低ＰＭ） 低PM認定ディーゼル自動車（型式ＰＡ―、ＰＪ―、ＰＢ―、ＰＫ―） 

12.軽油（その他のLEV-7） その他のLEV-7と指定されたディーゼル自動車 

13.軽油(その他） その他の一般のディーゼル自動車 

注1) ●は、アルファベットを表しています。 

注 2) LEV-7・・・京阪神七府県市自動車排ガス対策協議会が、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量の

少ない低排出ガス車として指定している自動車です。詳しくは同協議会のホームページをご覧く

ださい。  URL http://www.lev-7.jp/

http://www.lev-7.jp/
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⑧「初度登録年月」 

   ドロップダウンリストから、車検証の「初度登録年月」を選んでください。 

 

 ⑨「ＮＯｘ・ＰＭ同時低減装置装着」 

   ＮＯｘ・ＰＭ同時低減装置を後付けで装着している場合は、ドロップダウンリストか

ら「有」を選んでください。装着していない場合は何も記入しません。 

 

 ⑩「ＰＭ低減装置装着年度」 

   ＰＭ低減装置を後付けで装着している場合は、装着した際のステッカーの表示等を参

考にドロップダウンリストから次のとおり選んでください。装着していない場合は記入

不要です。 

   ・ 平成17年規制に対応していない場合→「１」(カテゴリー１)を選択 

   ・ 平成17年規制に対応している場合→「２」(カテゴリー２)を選択 

 

 ⑪「※アイドリングストップ装置」（必須項目ではありません。） 

   アイドリングストップ装置を装着している場合は、ドロップダウンリストから「有」

を選んでください。装着していない場合は記入不要です。 

 

 ⑫「※燃費基準」（必須項目ではありません。） 

   車検証の備考欄等を参考に、燃費基準を達成している場合は、ドロップダウンリスト

から該当する達成状況を選んでください。 

   ・ 目標年度の燃費基準を達成→「ア」を選択 

   ・ 目標年度の燃費基準の＋５％を達成→「イ」を選択 

   ・ 目標年度の燃費基準の＋１０％を達成→「ウ」を選択 

   ・ 目標年度の燃費基準の＋２０％を達成→「エ」を選択 

   （例）  「車検証の備考欄の記載」         「リスト」 

       ・平成２７年度燃費基準達成車      → 「ア」を選択 

       ・平成２２年度燃費基準１０％向上達成車 → 「ウ」を選択 

 

 ⑬「排出係数」※自動表示 

   ④～⑦、⑨、⑩を記入すれば、自動的に該当する排出係数が表示されます。「要確認」

と表示される場合は、記入内容に誤りがないか確認してください。正しく記入しても「要

確認」が表示される場合はお問い合わせください。 

 

 ⑭「※平成＊＊年度燃料使用量」（必須項目ではありません。） 

   報告年度の燃料使用量をご記入ください。前年度の値が記入されている場合は一度ク

リアした上で値を記入してください。 

なお、この欄に使用した燃料の使用量を記入すると、次の⑮の欄に燃費が表示されま

すので、燃費管理を行う場合はご利用ください。

   【入力するときの単位】ガソリン：L ＬＰＧ：L 軽油：L ＣＮＧ：ｍ³ 

 

 ⑮「※平成＊＊年度燃費」※自動表示 

   ⑭を記入すると自動的に計算して表示されます。 

 

 ⑯「計画書の年間走行距離」 

   自動車使用管理計画書に記載されている年間走行距離が表示されています。 

（平成１８年度に提出した場合は、平成１７年度の走行距離が表示されています。） 
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 ⑰「H17年度末表示距離（オドメータ）」 

H18.3.31時点でのメータ表示距離（単位：km）をご記入ください。自動車使用管理計

画書にその値が記載されている場合は既に表示されています。 

 

 ⑱「H＊＊.3.31メータ表示距離」 

以下に従い、H＊＊.3.31のメータ表示距離（単位：km）をご記入ください。 

・新車又は中古車を新規導入したとき 

→導入日時点のメータ表示距離を前年度の欄に半角数字で記入。（0km の場合は「0」

と記入。） 

・廃車したとき 

→廃車時点のメータ表示距離を半角数字で記入。 

・使用の本拠の位置を移転して特定自動車では無くなった時（兵庫県域内から兵庫県

域外へ移転したとき） 

→移転日時点のメータ表示距離を半角数字で記入。 

・使用の本拠の位置を移転して特定自動車となった時（兵庫県域外から兵庫県域内へ

移転したとき） 

→H＊＊.3.31でのメータ表示距離を記入。また、移転日のメータ表示距離を前年度

の該当欄に半角数字で記入。 

 

 ⑲「新規or廃止」 

   以下に従い、ドロップダウンリストより新規or廃止を選択してください。 

・新車又は中古車を新規導入したとき 

    →ドロップダウンリストより「新規」を選択。 

・廃車したとき 

    →ドロップダウンリストより「廃止」を選択。 

・新規導入した自動車を同年度内に廃止した場合 

    →ドロップダウンリストより、「新規廃止」を選択。 

・使用の本拠の位置を移転して特定自動車では無くなった時（兵庫県域内から兵庫県

域外へ移転したとき） 

     →ドロップダウンリストより「廃止」を選択。同年度内に新規導入した自動車を

移転した場合は、「新規廃止」を選択。 

・使用の本拠の位置を移転して特定自動車となった時（兵庫県域外から兵庫県域内へ

移転したとき） 

     →ドロップダウンリストより「新規」を選択。 

 

 ⑳「走行距離エラー」 

   走行距離の記入が間違っている場合に★印が表示されます。該当車両の走行距離記入

欄の記入漏れ、または前年度より減少した値が記入されていないか確認してください。

（ｐ６の場合、前年度より減少しています。） 



  
 

 

 12
①

②

【様式１】
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【様式１】（自動車使用管理実績報告書提出書） 

 

 

①「平成  年  月  日」 

   提出年月日を記入してください。 

 

 

②「氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」 

必要事項を記入してください。（押印は不要。）

 

※官公署（国、地方公共団体）の場合 

   当該組織の所在地、名称、代表者の職（市長、水道企業管理者等）、氏名を記入して

ください。 

 

 

 

 

 

 



  
①

 
②
 
③

 
④
 
⑤
 
⑥
 14
【様式２】
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【様式２】（１．特定事業者の概要） 

 

～様式２、３の入力について～ 

計画書のデータがあらかじめ入力されていますので、必要に応じて修正してください。

 

１．特定事業者の概要 

①「特定事業者の氏名又は名称」 

   会社名等を記入してください。 

 ②「兵庫県における主たる事業場の所在地」 

兵庫県の主たる事業場の市区町名、町名番地等を記入してください。 

  ※「主たる事業場」について 

兵庫県内の事業場のうち、組織上の位置付け（本社など）、自動車保有台数、従業

員数などを勘案に１つの事業場を「主たる事業場」としてください。（市区町はドロ

ップダウンメニューから選択してください。） 

③「使用する特定自動車の台数」 

   報告年度の年度末時点における特定自動車の台数が自動で入力されています。異なる

場合はお問い合わせください。 

 ④「業種名」 

   ドロップダウンリストにより、ｐ３４の「日本標準産業分類中分類」から主たる業種

を一つ選んでください。 

 ⑤「事業の概要」 

   事業内容を簡単に記入してください。 

 ⑥「担当者役職・氏名及び連絡先」 

この実績報告書を作成した担当者の所属、役職、氏名、連絡先（郵便番号、所在地、

電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス）を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

①

②

③

④

③

③
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【様式３】
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【様式３】（２．事業場別の特定自動車の状況） 

 

 

 ①「事業場の名称」 

   対策地域内にある各事業場の名称を記入してください。 

 

 ②「事業場の所在地」 

   事業場の所在地の市区町及び町名番地等を記入してください。 

   なお、市区町の欄はドロップダウンリストになっています。該当する市区町名を選ん

でください。 

 

 ③「事業場の連絡先」「従業員数」「運転者数」 

   各事業場の連絡先（電話番号）、従業員数及び運転者数を記入してください。（運転者

数は従業員数の内数としてください。） 

 

 ④「自動車の種別、車両総重量別の保有台数」 

   この欄は、記入する必要はありません。 

   自動車台帳に必要事項を記入すれば自動的に反映されます。自動車台帳に記入後、台

数に誤りがないかを確認してください。 

 

 

 

 



【様式４】 
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【様式４】（３．自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量） 

 

 自動車台帳のデータをもとに自動作成されますので、記入する必要はありません。 
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【様式５】 

②

   20
③
④
①



【様式５】（４．低公害車導入状況 自動車の種別、燃料の種類ごとの自動車の台数） 

 

 自動車台帳のデータをもとに自動作成されますので、記入する必要はありません。 

 

 （表の説明） 

○自動車の種別 

自動車の種別 内     容 

乗用 乗用車及び特種車（乗用系） 

普通貨物 3.5t 以下 普通貨物車及び特種車(普通貨物系)で、車両総重量が 3.5t 以下のもの 

普通貨物3.5t超5t以下 
普通貨物車及び特種車（普通貨物系）で、車両総重量が 3.5t を超え、5t

以下のもの 

普通貨物 5t 超 普通貨物車及び特種車（普通貨物系）で、車両総重量が 5t を超えるもの

小型貨物 小型貨物車及び特種車（小型貨物系） 

バス バス及び特種車（バス） 

 

○燃料 

→ｐ９の表参照。 

 

 

①「低公害車導入率」 

全使用車両のうち、低公害車（天然ガス、ハイブリッド、電気、メタノール、燃

料電池）の導入割合を表しています。 

 

②「低公害車＋LEV－7 導入率」 

   年度末における全保有台数における低公害車及び LEV－7 と指定された自動車の

台数の割合です。 

 

③「計画時」 

   自動車使用管理計画書提出時の導入率です。（平成１８年度に提出した場合は、

平成１７年度末の導入率になります。） 

 

④「平成＊＊年度」 

   報告年度における導入率です。 
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天然ガス

ハイブリッド(ガソリン)

ハイブリッド(軽油)

電気

メタノール

燃料電池

ガソリン・LPG（17年基準75%低減）

ガソリン・LPG（17年基準50%低減） 1 1

LPG（最新規制3.5t超）

ガソリン・LPG（超）（ULEV）

ガソリン・LPG（優）（LEV）

ガソリン・LPG（良）（TLEV） 1

ガソリン・LPG（その他のLEV-7）

ガソリン（その他）

LPG（その他）

軽油（17年基準75%低減）

軽油（17年基準50%低減）

軽油（17年基準10%低減）

軽油（17年基準（低PM））

軽油（超）（ULEV）

軽油（優）（LEV）

軽油（良）（TLEV）

軽油（低PM） 1 1

軽油（その他のLEV-7）

軽油（その他）

3 2

1 1

1うちNOx・PM低減装着台数

うち低公害車の台数

うちPM低減装置装着台数

低公害車

５．特定自動車代替、排出ガス低減装置装着状況（平成18年度）

減少台数

平成18年度

新規使用台数

ガソリン・
ＬＰＧ

合計

軽油

【様式６】 
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【様式６】（５．特定自動車代替、排出ガス低減装置装着状況） 

 

 自動車台帳のデータをもとに自動作成されますので、記入する必要はありません。 
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【様式７－１】
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【様式７－１】（６－１．排出ガス抑制のための取組み（共通））全ての事業者の方が対

象となります。 

 

「実施事項」欄に記載されている事業活動に伴い、自動車から排出されるＮＯｘ、

ＰＭを抑制する取組みについて、「内容」欄の右側、「実施内容」欄に記入してくださ

い。「内容」欄の左側、「計画書記載」には、提出頂いた計画書に記載されている内容

が入力されています。 

 

なお、それぞれの語句の意味は以下のとおり。 

 

「ISO14001」 

国際標準化機構（ISO）が定める環境マネジメントシステム（EMS）の認証規格のこと。 

 

「環境報告書」 

企業等の事業者が、経営責任者の緒言、環境保全に関する方針・目標・計画、環境マ

ネジメントに関する状況（環境マネジメントシステム、法規制遵守、環境保全技術開発

等）、環境負荷の低減に向けた取組みの状況（ＣＯ２排出量の削減、廃棄物の排出抑制

等）等を取りまとめて一般に公表するもの。NOx・PM 法に基づく実績報告書とは異なる。 
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【様式７－２】 
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【様式７－２】（６－２．排出ガス抑制のための取組み） 

 

・ 走行量を削減するための具体的な取組みについて記載してください。 

・ 荷主としての取組みは、委託している物流会社と連携して行う取組みを記載して

ください。 

 

なお、それぞれの語句意味は以下のとおり。 

 

「モーダルシフト」 

トラックによる幹線貨物輸送を、「地球に優しく、大量輸送が可能な海運または鉄道

に転換」すること。 

 

「共同輸配送」 

複数の企業が共同して輸配送を行うこと。 

 

「３ＰＬ」 

サードパーティロジスティクス。企業の資材管理や製品の流通機能などの物流業務を

包括して他の会社に委託する、戦略的アウトソーシングのこと。 

 

「ジャストインタイム」 

生産工程において「必要なタイミングに、必要なものを、必要なだけ作る」という、

効率的な生産技術のこと。「ジャストインタイムの改善」とは、ジャストインタイムに

よる輸送回数の増大を改善すること。 
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【様式８】 
①

②

③

④

⑤

⑥
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【様式８】（７．年間走行量、８－１～３．ポイント関係、９．排出量） 

 

７．年間走行量 

  

自動車台帳のデータをもとに自動作成されますので、記入する必要はありません。 

 

①「計画時」 

自動車使用管理計画書提出時の年間走行量です。（平成１８年度に提出した場合

は、平成１７年度の走行量になります。） 

 

②「平成＊＊年度」 

   報告年度の走行距離です。 

 

③「削減率」 

   自動車使用管理計画書に記載されている値と比較したときの走行量削減率です。

（平成１８年度に提出した場合は、平成１７年度と比較した削減率になります。） 

 

 

８－１．低公害化ポイント 

８－２．排出量ポイント 

 

各ポイントは自動表示されますので、記入する必要はありません。 

 

（ポイントの説明） 

 

★低公害化ポイント 

  低公害車等の導入の取組みをポイントで表示しています。 

ポイントがプラスの場合、平均値より取組みが進んでいることを示しています。 

ポイントの算出に当たっては、事業者ごとに異なる車種別の使用実態を考慮して、

なるべく客観的な評価となるよう次の方法でポイント化をしています。 

 

①まず車種別に、ＮＯｘ排出係数の平均値を、平成１６年度の事業者平均をもとにポ

イント化します。 

 

 【車種別低公害化ポイント】 
    Ａ － Ｂ 
   ――――――― × １００ 
      Ａ 
 
    Ａ＝全事業者でのＮＯｘ排出係数の平均値（Ｈ16 年度実績） 

    Ｂ＝貴社の当該年度末のＮＯｘ排出係数の平均値 

（注）１．平均値の計算に用いる自動車台数は年度末現在の台数 

   ２．低公害車の排出係数は「０」とみなす。 

   ３．低ＰＭ車及びＤＰＦ装着車の排出係数は０．９倍した数値を用いる。 

 

 ②次に、車種別に求めたポイントをそれぞれの車種の台数割合を乗じた上で合計して

低公害化ポイントを求めます。 
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 【低公害化ポイント】 
         乗用車の台数            

    × ―――――― ＋・・＋         × ―――――― 

貨物自動車 
（3.5ｔ超）の台数 

           全自動車台数                全自動車台数 

⑤車種別 
ポイント（貨
物3.5t 超） 

 
  （注）台数は、当該事業者における台数 

①車種別 
ポイント
（乗用） 

 

★排出量ポイント 

  排出抑制の取組みをポイントで表示しています。ポイントがプラスの場合、平均値

より取組みが進んでいることを示しています。 

ポイントの算出に当たっては、事業者ごとに異なる車種別の使用実態を考慮して、

なるべく客観的な評価となるよう次の方法でポイント化をしています。 

 

①まず車種別に、自動車１台当たりのＮＯｘ排出量を、平成１６年度の事業者平均を

もとにポイント化します。 
 
 【車種別排出量ポイント】 
    Ｃ － Ｄ 
   ――――――― × １００ 
      Ｃ 
 
    Ｃ＝全事業者での１台当たりＮＯｘ排出量（Ｈ16 年度実績） 

    Ｄ＝貴社の当該年度の１台当たりＮＯｘ排出量 

 （注）使用が１年に満たない車は、半年間使用したとみなして台数をカウントする。 

台数計算式＝通年使用車の台数＋（新規車＋廃止車＋新規廃止車）の台数×１/2 

 

 ②次に、車種別に求めたポイントをそれぞれの車種の台数割合を乗じた上で合計して

排出量ポイントを求めます。 
 
 【排出量ポイント】 
           乗用車の台数                 

    × ―――――― ＋・・＋         × ―――――― 

貨物自動車 
（3.5ｔ超）の台数 

           全自動車台数                 全自動車台数 

①車種別 
ポイント
（乗用） 

⑤車種別 
ポイント（貨
物3.5t 超）  

  （注）台数は、当該事業者における台数 

 

９．排出量の目標 

 

自動車台帳のデータをもとに自動作成されますので、記入する必要はありません。 

 

④「計画時」 

自動車使用管理計画書提出時の NOx・PM 排出量です。（平成１８年度に提出した

場合は、平成１７年度の排出量になります。） 

 

⑤「目標（平成２２年度）」 

自動車使用管理計画書に記載されている平成２２年度の NOx・PM 排出量目標値で

す。 

 

⑥「平成＊＊年度」 

   報告年度の NOx・PM 排出量です。 
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第３章 参考資料 
参考資料１－１ 車検証の見本（旧） 
 

 

   31



平
成
2
2
年
度
燃
費
基
準
1
0
%
向
上
達
成
車
 

参考資料１－２ 車検証の見本（新） 
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参考資料２ 排出係数表 

 

　ガソリン・ＬＰＧ車の排出ガスの原単位 　ディーゼル車の排出ガスの原単位

規制年 型式の識別記号 単位 ＮＯx 規制年 型式の識別記号 単位 ＮＯx ＰＭ

1.7t以下 S50前 - g/km 2.18 1.7t以下 S54前 - g/km 1.70 0.200
S50 H 2.18 S54 K 1.52 0.200
S54 J 1.00 S57,S58 N,P 1.30 0.200
S56 L 0.60 S63 S 0.90 0.200

S63,H10 R,GG,HL 0.25 H05 KA 0.60 0.200
H12 GJ,HP 0.08 H09 KE,HA 0.40 0.080

TB,XB 0.06 H14 KP,HW 0.28 0.052
LB,YB 0.04 H17 ADE 0.14 0.013
UB,ZB 0.02 1.7-2.5t S54前 - g/km 2.83 0.250

H17 ABE 0.05 S54 K 2.53 0.250
CBE 0.025 S57,S58 N,P 2.16 0.250
DBE 0.013 S63 S 1.93 0.250

1.7-2.5t S50前 - g/km 2.18 H05 KB 1.30 0.250
S50 H 1.80 H09,H10 KF,HB,KJ,HE 0.70 0.090
S54 J 1.20 H15 KQ,HX 0.49 0.060
S56 L 0.90 H17 ADF 0.25 0.015
H元 T 0.70 2.5-3.5t S54前 - g/km 2.83 0.250

H06,H10 GA,GC,HG 0.40 S54 K 2.53 0.250
H13 GK,HQ 0.13 S57,S58 N,P 2.16 0.250

TC,XC 0.10 S63,H元 S,U 1.93 0.250
LC,YC 0.07 H06 KC 1.30 0.250
UC,ZC 0.03 H09 KG,HC 0.70 0.090

H17 ABF 0.07 H15 KR,HY 0.49 0.060
2.5-3.5t S54前 - g/km 1.80 H17 ADF 0.25 0.015

S54 J 1.20 3.5t超 S54前 - g/km/t 0.90 0.065
S57 M 0.90 S54 K 0.75 0.065
H元 T 0.70 S57,S58 N,P 0.65 0.065
H04 Z 0.49 H元,H2 U,W 0.56 0.065

H07,H10 GB,GE,HJ 0.40 H06 KC 0.46 0.065
H13 GK,HQ 0.13 H10,H11 KK,HF,KL,HM 0.35 0.023

TC,XC 0.10 H15,H16 KR,HY,KS,HZ 0.26 0.017
LC,YC 0.07 PA,PJ 0.26 0.004
UC,ZC 0.03 PB,PK 0.26 0.003

H17 ABF 0.07 PC,PL 0.2 0.004
3.5t超 S54前 - g/km/t 1.17 PD,PM 0.2 0.003

S54 J 0.83 PE,PN 0.13 0.004
S57 M 0.57 PF,PP 0.13 0.003
H元 T 0.49 PG,PQ 0.065 0.004
H04 Z 0.40 PH,PR 0.065 0.003

H07,H10 GB,GE,HJ 0.33 H17 ADG,AKG 0.15 0.003
H13 GL,HR 0.10 BDG,BKG 0.14 0.0027

TD,XD 0.08 PDG,PKG 0.15 0.0027
UD,ZD 0.03 S54前 - g/km 1.34 0.200

H17 ABG 0.05 S54 K 1.20 0.200
S50前 - g/km 2.18 S57,S58 N,P 1.02 0.200
S50 A 1.20 S61,S62 Q 0.70 0.200
S51 B,C 0.60 H2,H4 X,Y 0.50 0.200

S53,H10 E,GF,HK 0.25 H6 KD 0.50 0.200
H12 GH,HN 0.08 H9,H10 KE,HA,KH,HD 0.40 0.080

TA,XA 0.06 H14 KM,HT,KN,HU 0.28 0.052
LA,YA 0.04 H17 ADB,ADC 0.14 0.013
UA,ZA 0.02

H17 ABA 0.05
CBA 0.025
DBA 0.013

車両総重量 車両総重量

ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス

乗用車

ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス

乗用車
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参考資料３ 日本標準産業分類中分類 
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参考資料４ 自動車台帳への行の追加について 

 

 

①水色のセルのある行（計算式が含まれている行）のうち、空白の行を数行選択し、右

クリック→コピー 

 
 

 

②水色のセルのある行（計算式が含まれている行）のうち、空白の行のいずれかで、右

クリック→「コピーしたセルの挿入」を選択。 

 
 

 

③必要な行数分だけ、①②を繰り返す。 
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（問い合わせ先） 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 

兵庫県農政環境部環境管理局大気課 交通公害係 

TEL：078-341-7711(内線)3371・3372 

FAX：078-362-3966 

E-Mail：taikika@pref.hyogo.lg.jp 

URL：http://www.kankyo.pref.hyogo.jp/JPN/apr/index.html/ 
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